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「建設発生木材の取扱い」の改定について（通知） 

 

 

 標記の件については、令和２年１２月２４日付け契第１２０号「建設発生木材の取扱いの改

定について」により行っているところですが、下記のとおり一部改定したので通知します。 

また、これに伴い、「建設廃棄物の処理に関する特記仕様書」を一部改定するので、別途

通知します。 

 

記 

 

１．主な改定内容 

  １）当初積算で用いる普通ダンプトラックの容量の設定 

   ・当初積算で用いる仮定容量を取扱いに記載し、使用できることとした。 

  ２）運搬台数の積算方法 

   ・マニフェストによる総処分量を、トラックの容量（体積）で割り戻すことを基本とし、 

    マニフェストが重量で出される場合の対応を含めて積算方法を定めた。 

  ３）集計表の様式設定 

   ・精算にあたり提出する「集計表」の様式を定めた。 

  ４）写真管理 

   ・積算上、提出必須とする写真を、ダンプトラックの満載容量が確認できる写真（空荷 

にスケールをあてた写真）のみとした。（マニフェストが㎥単位の場合） 

 

２．適用 

  令和６年８月１日以降に入札公告または指名通知する工事から適用 

 

 








